
地域で支えあい 安心して暮らせるまちづくり
～地域共生社会の実現に向けて～

　わが国では、令和7年（2025年）にいわゆる団塊の世代がすべて75歳以上（後期高齢者）に、さらに令和22
年（2040年）には団塊ジュニア世代が65歳以上に到達し、今後も高齢化が進展することが予想されています。
高齢化に伴い複雑化・複合化している地域住民の支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制
を整備する観点から、包括的な支援体制の構築、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体
制の整備等の推進、医療・介護データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化を
図っていくことが課題となっています。
　本市では、中核市として保険者機能を強化しつつ、過渡期となる令和7年（2025年）、令和22年（2040年）
を見据えて、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを一層推
進し、高齢者をはじめあらゆる世代の市民が支え合い、自分らしくともに暮らせる地域共生社会の実現を
目指します。

　本計画は、老人福祉法と介護保険法に基づき策定するもので、「高齢者いきいき福祉計画（老人福
祉計画）」と「介護保険事業計画」を一体のものとして策定するとともに、市の高齢者に関わる施策をはじ
め、生きがいづくりや支え合いの地域づくりなど関連施策の方向性と、介護保険事業に係る保険給付
の円滑な実施の確保・方策について明らかにしていくものです。

令和３年（2021年）度～令和５年（2023年）度の３年間

■地域総合支援センター
■ケアマネジャー

自治会や
ボランティアの
参加

活動の場の
提供

高年クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

通院・入院 介護

生活支援・介護予防

住まい医療 通所・入所
介護ケア・
サービスの
提供

医療ケア・
サービスの
提供
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（１）第８期計画の位置づけ
　第6期計画からは、令和7年（2025年）までの各計画期間を通じて、地域包括ケアシステムを段階的に構築することと
され、第7期計画では、その第2段階として、地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムを深化・推進してきました。
　さらに第8期計画では、令和7年（2025年）のみでなく、令和22年（2040年）も見据え、地域包括ケアシステムを中核的な
基盤に、地域共生社会の実現を目指していくこととなります。

（２）主な制度改正のポイント
　第8期計画では 令和7年（2025年）、令和22年（2040年）の高齢者人口や介護ニーズを中長期的に見据え、
地域共生社会の実現を図るため、社会福祉法・介護保険法・老人福祉法等について、主に以下の4点に関する制度改正が
行われます。

医療・介護のデータ基盤の整備の
推進

介護人材確保及び業務効率化の
取組の強化

地域住民の複雑化・複合化した
支援ニーズに対応する市町村の
包括的な支援体制の構築の支援

地域の特性に応じた認知症施策や
介護サービス提供体制の整備等の
推進

■上記の改正内容を踏まえ、第8期計画において重要となる事項は以下のとおりです。

制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を
超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、
人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの
暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会です。

「我が事・丸ごと」の地域共生社会実現に向けた４つの観点
①地域課題の解決力の強化　　　② 地域を基盤とする包括的支援の強化
③地域丸ごとのつながりの強化　　④ 専門人材の機能強化・最大活用
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（１）高齢者人口の推計
　高齢者人口に占める前期高齢者と後期高齢者の割合をみると、令和2年（2020年）現在ではどちらもおよそ5割と
なっていますが、令和7年（2025年）までは、後期高齢者割合が上昇していくと考えられます。令和22年（2040年）
には、後期高齢者割合と前期高齢者割合の差は令和7年（2025年）に比べ小さくなる推計となっています。 　

（２）要支援・要介護認定者数の推計

※令和２年（2020年）10月１日住民基本台帳人口に基づくコーホート要因法による性・年齢別（５歳刻み）人口
　推計に、性・年齢別（５歳刻み）認定率（平成30年（2018年）～令和２年（2020年）平均）を乗じて推計　

　要支援・要介護認定者数の推計をみると、令和22年（2040年）まで継続して増加する見込みです。それに伴い
認定率も上昇し、令和5年（2023年）には20％を超え、令和22年（2040年）には24.0％となる推計となっています。

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

70.0％200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

65歳～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者） 前期高齢者割合 後期高齢者割合

令和2年
（2020年）

第7期

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

令和5年
（2023年）

令和7年
（2025年）

令和22年
（2040年）

第8期

50.9%

49.1%

79,461

40,429

39,032

52.7%

47.3%

79,462

41,899

37,563

54.6%

45.4%

79,467

43,372

36,095

56.4%

43.6%

79,468

44,843

34,625

60.1%

39.9%

79,475

47,787

31,688

53.7%

46.3%

86,910

46,671

40,239

(人)

0.0％
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10.0％

15.0％

20.0％

25.0％

30.0％100,000
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20,000
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0

第１号被保険者数 要支援・要介護認定者数 認定率

令和2年
（2020年）

第7期

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

令和5年
（2023年）

令和7年
（2025年）

令和22年
（2040年）

第8期

18.5% 19.2% 19.8% 20.5% 21.8%
24.0%

(人)

79,46179,461

15,022

79,46279,462

15,539

79,46779,467

16,057

79,46879,468

16,575

79,47579,475

17,610

86,91086,910

21,16421,164

※令和２年（2020年）10月１日住民基本台帳人口に基づきコーホート要因法で推計　
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施策の方向性 基本的な考え方

支援の必要な人に必要な支援が行き届き、
高齢者がいきいき活躍できるまち

●後見支援センターをはじめとする関係機関と連携し、
　認知症等で判断能力が低下しても、その人らしい生活を
　送れるよう積極的に支援します。

●家庭内や施設内における高齢者への虐待防止に向けて、
　行政や関係機関、市民による一体的な取組体制を推進し、
　早期発見・早期対応に向けた施策の展開に努めます。

■成年後見制度の普及促進
■高齢者の虐待防止及び早期発見・
　早期対応

権利擁護の取組
の充実

●認知症の人が安心して自分らしく暮らし続けられるよう 
　認知症についての社会の理解を深め、まちぐるみで
　やさしく見守り、支える地域共生社会づくりを推進します。

●認知症は、早期の気づき、早期の支援によって進行を
　遅らせたり、症状を軽くすることが可能と言われている
　ため、いち早く認知症に気づき、適切な医療や介護に
　つないでいけるよう、必要な支援を受けることができる
　体制づくりを推進します。

●認知症の人の地域での居場所づくりや見守り体制の充実
　を図るとともに、介護している家族等の身体的・精神的負担
　の軽減につながるよう支援します。

●若年性認知症に対する正しい理解の普及啓発や、相談
　支援体制の推進を図ります。

■地域包括支援センターの機能強化
■介護予防と自立支援の推進
　（保健事業との一体的な推進）
■地域ケア会議の推進
■在宅医療・介護連携の推進
■在宅での生活支援
■高齢者の住まいの安定確保

地域ネットワーク
の充実

■認知症の理解啓発・地域支援
　体制の充実
■早期の気づき、早期支援の推進
■権利擁護・在宅生活の支援
■若年性認知症支援の推進
■介護保険サービスの充実

認知症の人や家族
への支援の充実
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施策の方向性 基本的な考え方
●介護事業所等における災害・感染症対策として、介護
　事業所等との連携のもと、平常時より周知啓発や研修、
　訓練を行うとともに、必要物資の調達・輸送体制の整備を
　行います。

●災害要配慮者に対し、地域における自助・共助による 
　避難支援が行えるよう、平常時から避難行動要支援者
　名簿を自治会・町内会等へ提供するとともに、個別支援
　計画の作成支援を行うことにより、災害発生時等の地域に
　よる安否確認や避難支援の体制を整備します。

●新型コロナウイルス感染症等さまざまな感染症発生時 
　において、高齢者の健康や生活が維持できるよう、介護
　事業所等にサービス継続に必要な総合的な支援や、民生
　児童委員等地域の関係団体と連携した生活上の必要な
　支援体制を整備します。

■災害に対する体制整備の推進
■感染症に対する体制整備の推進

災害・ 感染症に対する
体制整備の推進

■在宅サービスの促進
■施設サービスの充実
■介護保険サービスの質の向上
■介護保険サービスの適正利用の促進
■介護人材の確保・育成

介護保険サービス
の充実

■生きがいづくりと社会参画の推進

高齢者の活躍できる場の
充実と社会参画の推進

●各種関係団体と連携しながら、地域住民と協働することで、
　身近なところでの健康づくりの実践を支援するとともに、
　要介護状態とならないための低栄養の改善、口腔機能の
　向上、継続した運動の啓発といったフレイル対策を推進
　します。

●健康づくりの取組を推進するため、疾病予防に関する
　出前講座やあかし健康ソムリエとの協働による健診受診
　の啓発に努めます。

●地域資源の創出やネットワークの構築、ニーズと取組の
　マッチングなどを通して、地域住民が主体的に行う地域
　づくりを支援するとともに、高齢者を含めた地域住民の
　社会参加を促すことで、地域とのつながりの中で自分らしく
　暮らせる地域の実現を目指します。

●民生児童委員、高年クラブ、ボランティアをはじめ、
　市社会福祉協議会、医療機関など、高齢者を取り巻く地域
　組織等と密接な連携のもと、地域における見守り体制の
　確立を目指します。

■生活支援体制整備の推進
■見守り体制の充実

地域づくりの支援

■健康づくりの推進・意識の向上

健康づくりの推進
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（２)第８期計画期間における総事業費見込額
　第8期計画期間における総事業費見込額に、介護保険事業の財源構成、調整交付金交付割合などを勘案して算出
すると、3年間の保険料収納必要額は約173億円と見込まれます。

（１）介護保険施設及び居住系サービス等における整備計画

※端数処理の関係上、各費用額の計は一致しない場合があります。
※保険者機能強化推進交付金等（地域支援事業や認知症施策に充当）については、小計から控除します。

※各年度末
※介護医療院は、医療療養病床からの転換を見込んでいます。

　本市の介護保険施設等の整備状況や、国や兵庫県の介護保険施設等の整備方針を踏まえ、介護保険施設及び居住系
サービス等の整備計画を立てました。

令和22年度
（2040年）度

令和7年度
（2025年）度

令和5年度
（2023年）度

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

介護医療院（※）

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護（混合型）

小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護

令和3年度
（2021年）度

1,210床

145床

596床

100床

528床

1,574床

30か所

20か所

20か所

1,210床

145床

596床

0床

438床

974床

20か所

10か所

10か所

1,210床

145床

596床

0床

402床

774床

17か所

8か所

8か所

1,210床

145床

596床

0床

384床

674床

14か所

6か所

6か所

1,120床

87床

596床

0床

366床

574床

11か所

4か所

5か所

令和4年度
（2022年）度

総事業費見込額

第1号被保険者負担分相当額

調整交付金不足額

小計

保険者機能強化推進交付金等

保険料収納必要額

標準給付費見込額

地域支援事業費

市町村特別給付費等

第８期

令和3年
（2021年）度

令和4年
（2022年）度

令和5年
（2023年）度

合計

73,819,593

68,177,906

5,303,021

338,667

17,239,280

291,872

17,531,152

252,000

17,279,152

25,864,788

23,936,027

1,815,872

112,889

6,035,826

65,230

84,000

24,628,404

22,749,764

1,765,751

112,889

5,751,457

97,876

84,000

23,326,401

21,492,115

1,721,397

112,889

5,451,997

128,766

84,000

（単位：千円）
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※第１段階～第３段階については、別枠公費投入前の賦課割合を示しています。
軽減後の賦課割合と介護保険料（年額）
・第１段階　賦課割合：（軽減前）0.50　→（軽減後）0.30、介護保険料：21,132円
・第２段階　賦課割合：（軽減前）0.63　→（軽減後）0.50、介護保険料：35,220円
・第３段階　賦課割合：（軽減前）0.75　→（軽減後）0.70、介護保険料：49,308円

(３）第１号被保険者の介護保険料基準額
　第１号被保険者（65歳以上の人）の介護保険料基準額については、介護保険給付費準備基金を約15億円活用
し、月額5,870円、年額70,440円とします。
　各段階の介護保険料（年額）は次のとおりです。
　なお、第1段階～第3段階については、公費投入による軽減を実施します。

①生活保護受給者
②世帯員全員が市民税非課税で、かつ本人
が老齢福祉年金受給者もしくは前年分の合
計所得金額と課税年金収入金額の合計額
が80万円以下の者

本人の前年分の合計所得金額と
課税年金収入金額の合計額が80万円超
120万円以下の者

本人の前年分の合計所得金額と
課税年金収入金額の合計額が
120万円超の者

本人の前年分の合計所得金額と
課税年金収入金額の合計額が80万円
以下の者

本人の前年分の合計所得金額と
課税年金収入金額の合計額が80万円超
の者

保険料段階 対象者 賦課割合 保険料（年額）

第１段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第14段階

第13段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

世
帯
員
に
市
民
税

課
税
者
が
い
る

世
帯
員
全
員
が

市
民
税
非
課
税

本
人
が
市
民
税
課
税

前年分の合計所得金額が60万円
以下の者

前年分の合計所得金額が60万円超
120万円未満の者

前年分の合計所得金額が120万円
以上150万円未満の者

前年分の合計所得金額が150万円
以上210万円未満の者

前年分の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の者

前年分の合計所得金額が320万円
以上400万円未満の者

前年分の合計所得金額が400万円
以上600万円未満の者

前年分の合計所得金額が600万円
以上800万円未満の者

前年分の合計所得金額が800万円
以上の者

基準額
×0.63※

基準額
×0.75※

基準額
×0.85

基準額
5,870円

基準額
×1.05

基準額
×1.18

基準額
×1.22

基準額
×1.28

基準額
×1.50

基準額
×1.54

基準額
×1.77

基準額
×2.00

基準額
×2.10

基準額

×0.50※
35,220円

44,377円

52,830円

59,874円

70,440円

73,962円

83,119円

85,936円

90,163円

105,660円

108,477円

124,678円

140,880円

147,924円




